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　本会の会報の平成25年10月号から下記のとおり掲載しています。
（１）建設業における仮設機材に起因する死亡災害発生状況 ［平成25年10月号・災害の概要］
（２）建設業における仮設機材に起因する死傷災害発生状況 ［平成26年1月号・平成22年・機材センター］
（３）建設業における仮設機材に起因する死傷災害発生状況 ［平成26年2月号・平成22年・脚立］
（４）建設業における仮設機材に起因する死傷災害発生状況 ［平成26年3月号・平成22年・梯子］
（５）建設業における仮設機材に起因する死傷災害発生状況 ［平成26年4月号・平成22年・つり足場］
（6） 建設業における仮設機材に起因する死傷災害発生状況 ［平成26年5月号・平成22年・移動式足場］
（7） 建設業における仮設機材に起因する死亡災害発生状況 ［平成26年7月号・平成24年死亡災害］
（8） 建設業における仮設機材に起因する傷害災害発生状況 ［平成26年10月号・平成23年・機材センター］
（9） 建設業における仮設機材に起因する傷害災害発生状況 ［平成26年12月号・平成23年・枠組足場］
（10） 建設業における仮設機材に起因する傷害災害発生状況 ［平成27年1月号・平成23年・移動式足場］
（11） 建設業における仮設機材に起因する傷害災害発生状況 ［平成27年2月号・平成23年・支保工］　
　今回は、アルミニウム合金製可搬式作業台・高所作業台の事故に関し、厚生労働省のデータベースから、アルミニウム
合金製可搬式作業台・高所作業台に関係すると考えられる事例について紹介します。なお、厚生労働省のデータベースは、
休業4日以上のものについて災害発生時毎に全事例のうち、およそ1/4を無作為に抽出したものになっています。　災害発生
事例を参考にして、建設現場の災害防止や教育等にご活用ください。
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傷害災害発生状況（平成23年）

病院作業所にて可搬式作業台（Ｈ＝９６２）を使用し、天井内内線作業を単独で行っていた。配線作業を終え、可搬式作業台
から降りようと（両手には何も持たず作業台の方を向いた状態）した時、ステップの２段目（Ｈ＝６７０）に掛けた足を滑らせ、
後方に転落した。転落の際、コンクリートスラブに手を付き負傷した。

可搬式作業台から足を踏み外し、約１ｍ下に転落し右肩を負傷した。

２階コンクリートスラブ上、３階スラブ型枠解体中に、可搬式作業台を使用して、敷板ストッパーを掛け忘れ上部ペコビームを
外そうとして、踏み外し高さ１．２５ｍから転落した。

アルミ作業台から擁壁天端に乗り、出来形写真を撮影していた。写真撮影が終わり、作業台とは反対側に降りようとした
ところ、着地を誤り、建屋１階の立ち上がりに胸を強打した。
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傷害災害発生状況（平成23年）

高所作業台を使用して管球取替作業中、高所作業台を次の場所への移動体制にしようとして、２，３歩後ろ向きに歩いた際、
右足ふくらはぎを高所作業台のアウトリガーのハンドルで強打した。

高所作業台（昇降台車）を降下させる際、通常は安全ストッパーを解除するが、解除することなく昇降ハンドルを回し、ワイヤーが
緩みきったところで気付き、はしごの隙間から安全ストッパーを解除したところ、はしごステップが急降下し、同ステップに右手
前腕部を挟み負傷した。
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建設業における仮設機材に起因する
負傷災害発生状況（12）～アルミニウム合金製可搬式作業台・高所作業台～

　今回は、平成23年に発生したアルミニウム合金製可搬式作業台・高所作業台に関する負傷災害を仮設工業会事務局において
取りまとめたものです。

アルミニウム合金製可搬式作業台・高所作業台に関係すると考えられる事例

（1）アルミニウム合金製可搬式作業台

（2）高所作業台

災 害 事 例

道路法（のり）面工事のアンカーを点検中、
足を滑らせ転落し死亡

　この災害は、道路の法面の安定化工事において、高さ約6m、勾配60度の法肩個所で、親綱を取り付けるため
のアンカーの点検作業中に作業者が足を滑らせ転落し死亡したものである。
　災害発生当日、現場代理人Aおよび作業者B ～ Dの4人で、床堀した法面へのラス張り作業と別の法面のモル
タル手直し作業を行うことになっていた。作業開始とともに、Bは、アンカー施工済みの法面上の地山に登り、法肩
から下方60cmの位置に打ち込んである親綱用のアンカーの点検作業をしていたところ、足を滑らせ、約6m下の
小段上に転落し、死亡した。
　Bは、保護帽およびスパイク付き長靴は着用していたが、安全帯を着用していなかった。また、地山斜面を登るため
のはしご等昇降設備は取り付けられておらず、Bは既設のPCコンクリート受圧板を手がかりにして登った。
　なお、この現場では、通常は朝礼で現場代理人から作業指示と安全面の注意が行われていたが、当日は、Aの
到着が遅れたため、朝礼が行われることなく作業が開始されていた。

発 生 状 況

厚生労働省のウェブサイト（職場のあんぜんサイト/労働災害事例）より

業種 
事業場規模 
機械設備・有害物質の種類（起因物）

災害の種類（事故の型） 

建設業のみ

被害者数

発生要因（物） 

発生要因（人） 

発生要因（管理）

道路建設工事業   
1 ～ 4人 
仮設物、建築物、構築物等
墜落、転落 
道路建設工事 
ガケ、斜面から墜落

死亡者数：1人         休業者数：0人 
不休者数：0人         行方不明者数：0人

防護・安全装置がない 

無意識行動  

保護具を使用していない

工事の種類

災害の種類

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1

転落の危険がある高さ約6mの法面個所（作業床の
端）で、安全帯を使用しないでアンカーの点検を行った
こと。
Bは被災時に、保護帽、スパイク付き長靴は着用してい
たが、安全帯は着用していなかった。また、アンカー設置
場所への昇降設備が設けられていなかった。

2
アンカーが、法面から60cmの位置に設置してあり、点検
等の際に転落による危険があったこと。

3
作業開始前に昇降方法、アンカーの点検方法等安全な
作業方法についての指示が行われなかったこと。

原 因
同種災害の防止のためには、次のような対策が必要である。

対 策

2
アンカーは、作業個所に応じ、できるだけ、点検等の
際に転落による危険が生じるおそれのない場所に設置
すること。

3
作業開始前に朝礼を実施し、当日の作業予定の確認
や安全な作業方法についての指示を行うこと。

1
転落の危険がある法面での作業を行わせるときは、
昇降設備を設けるとともに、必要に応じ親綱を設け、
作業者に安全帯を使用させること。




